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１．産業振興基本計画策定の目的・位置づけ
○産業経済分野における最上位計画として、本県における産業振興の方向性を明確にし、更なる経済

発展を図る。

計画の位置づけ

未来投資促進法に基づく群馬県基本計画

群馬県職業能力開発計画群馬県職業能力開発計画

群馬県観光振興計画

１００年の礎を築く 群馬県産業技術戦略

群馬県物流振興方針群馬県物流振興方針

群馬県産業科学技術振興方針

産業経済部個別方針等（今回統合）産業経済部個別計画

群馬県産業振興基本計画
（３年：R3～R5）

産業政策の最上位計画

群馬県
新・総合計画
（ビジョン・基本計画）

県の最上位計画

群馬県小規模企業振興条例群馬県ものづくり・新産業創出基本条例 群馬県中小企業憲章

産業経済分野に関する
目標・施策

条例・憲章の
理念を反映

１０年後・２０年後の姿
県民の幸福度向上

（society5.0、SDGs）
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DX（デジタル・トランスフォーメーション）とは
AI、IoT,ビッグデータ等のデジタル技術を活用

し、ビジネスモデルや組織、業務、企業文化・風
土等を抜本的に変革し、新たな価値の創出に
より成長・競争力を強化すること。今後、デジタ
ル技術が、あらゆる産業において価値の中核と
なることが予想されている。

２．本県の将来像と施策の方向性

現状・課題 施策の方向性
•産業のデジタル化（DX）による企業価値向
上（体力(規模)、体質(生産性)の強化、魅力
ある中堅・中小企業）
•人材への投資
（産業を支える人材の確保・育成）
•民間の力を引き出し活用
•商工・経済団体の活性化
•農林業や建設業等多様な産業との連携・協業

本県の将来像

産業振興基本計画
R3-5（3年間）

•1人あたり県民所得の向上

•持続可能な地域経済の実現

※総合計画（ビジョン）

•少子高齢化や若者の県外流出に
よる人材不足
•製造業（輸送機器）に特化した
産業構造
•脆弱なサービス業（特に情報通
信業）
•中小企業対策、セーフティネット支
援に重きを置いたこれまでの施策
•急速に進む社会経済のデジタル化、
Society5.0

•新型コロナウイルス感染症によ
る県経済への深刻な影響
•ニューノーマルに対応したビジネ
スモデルへの転換（ウィズコロナ
への対応）

① 新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた既存産業の立て直し

② 新たな成長機会の探求

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県経済を立て直すための足下対策に取り組むとともに、新
総合計画（ビジョン・基本計画）の開始に合わせ、「１０年後・２０年後の本県経済の姿」を見据
えた施策に着手する。
○既存産業の強みを生かしながら、時代の変化に合わせ新たな成長機会を探求することにより、「両利き
の産業構造」を目指す。
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➀生産性・企業価値向上のた
め既存産業のDXを推進
（経営改革の手段としてデジタル技術を導入）

②県内企業の事業継続に
向けたきめ細かな支援

（資金繰り支援、経営相談、販路開拓支援、
BCP策定支援 等）

③国（労働局）とも連携した
雇用維持・再就職に向けた
支援

④ニューノーマル実践のための
新しいビジネスモデルの構築

（感染症対策の徹底、オンライン活用 等）

⑤デジタルシフトによる本県
観光の新しい価値や魅力を
創造・発信

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた既存産業の立て直し
○新型コロナウイルス感染症は、飲食・小売、宿泊業から製造業に至るまで、あらゆる業種に影響を与

えている。特に中小・小規模事業者への影響は深刻であり、売上回復が遅れるほど、雇用への影響と
ともに廃業等の増加が懸念される。
○資金繰り等による経営の下支えとともに、ウィズコロナ、ニューノーマル対応を進めることで、新型コロ

ナウイルス感染症の影響をいち早く払拭し、反転攻勢につなげる。
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②新たな成長機会の探求

経済成長
の好循環

県内企業の
DX

(生産性・企業
価値の向上)

県内ICT企業
の成長

(ITマーケット
拡大)

スタートアップ
の集積・
オープンイノ
ベーション

県内サービス
産業の成長

移住定住
(テレワーク・
サテライト、
兼業・副業)

○新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、産業のデジタル化（DX)が加速。事業を継続・発展させてい
くため、時代の変化に対応した新たなビジネスモデルの構築が必要。

○労働力人口が減少し、従来のやり方では事業が継続できない恐れもある中、DXが事業継続の鍵。製
造業はもとより、サービス産業をはじめあらゆる産業の生産性向上の有効な手段。

○社会経済の変革を新たなビジネスチャンスに変え、多様な産業による厚みのある経済成長を目指す。
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対応方針

➀ 本計画期間（３年間）
を「県内企業のDX推進のた
めの重点取組期間」とし、組
織体制を含め、取組を強化

② スタートアップの集積・
オープンイノベーションを通じ
た県経済の活性化

③ 産業を支える自律型人
材・デジタル人材の確保・育
成

④ 企業価値の向上により、
優れた技術や地域の雇用を
支える企業の事業承継、経
営力強化を促進



３．「両利きの産業構造」を目指すための施策体系

①新型コロナウイルス感
染症の影響を受けた
既存産業の立て直し

②新たな成長機会の
探求

スタートアップ
(新しい市場やビジネスモデルでの起業)
オープンイノベーション
デザイン・アート

自律型人材
リカレント教育、デジタル人材

企業価値の向上
生産性の向上
ニューノーマル対応のビジネ
スモデル構築

企業体力（規模）・体質
の強化
レジリエンス強化

データマーケティング
インバウンド対策
マイクロツーリズム

雇用維持・再就職支援
働き方改革

ＳＤＧｓ
海外販路開拓
ＩＣＴ企業の成長

ＭＩＣＥ推進
交流人口増
eスポーツ・コンテンツ産業

⃝以下の各基本方針のもと、既存産業の強みを生かしながら、時代の変化に合わせ新たな成
長機会を探求する。

DXの推進と新たなビジネスへ
の挑戦

様々なリスクや環境の変化に
柔軟に対応できる産業の構築

群馬の新たな魅力を創造・
発信

生き生きと働ける環境づくりと、将来
の産業を担う自律型人材の育成・
確保

県民所得の向上

持続可能な
地域経済の実現

基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

基本方針Ⅲ

基本方針Ⅳ
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４．各基本方針と主要施策
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【基本方針I】
DXの推進と新たなビジネスへの挑戦

○本県経済は、製造業の集積を強みとしているが、あらゆる産業における価値が転換する中、時代に即したあり方へ
進化していく必要がある。特に、デジタル技術の活用による付加価値は著しく伸張しており、本県経済への取り込み
を図っていく。

○デジタル化、非接触・分散化、ネットワーク化等に取り組む事業者を支援し、県内事業者の稼ぐ力の向上を図る。
○特に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小・小規模事業者に対しては、デジタル化を通じたニューノー

マル対応などにより、事業の継続・発展を支援していく。

【主な施策】
施策１ デジタル技術を活用した「稼ぐ力」の向上

（高付加価値型産業への転換と集積促進）
施策２ スタートアップ支援、オープンイノベーション推進

デジタル
改善

データ
活用

変革

データ分析・活用により価値転換、新ビジネス創出へ

• イノベーション
• トランスフォーメーション

生産性向上、コスト削減、品質向上
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施策３ ニューノーマル（非接触、分散化、ネットワーク化）、
アート・デザイン指向のビジネスモデル構築



【施策I－１】
デジタル技術を活用した「稼ぐ力」の向上（高付加価値型産業への転換と集積促進）

○デジタル技術の活用を中心とした新たな価値を生み出すなど、
時代に即したあり方へ進化する必要がある。

○県内企業のデジタル技術の活用は限定的であり、高付加価
値型産業への転換が進んでいない。

○デジタル技術の活用による企業のイノベーションを支援し、新
たな価値を提供できる企業を育成する。

○新たな価値を提案できる高付加価値型産業への転換と集
積を図る。

（１）スマートファクトリー創出支援・ものづくりのデジタル化支援
県内企業の生産・品質管理工程へのIoT・AI・ロボット導入等によるデジタ

ル化とともに、デジタル人材育成を支援し、本県産業の持続的発展を促進す
る。

（２）開発研究支援・新技術イノベーション促進
企業との共同研究による課題解決やデジタル技術活用による新技術・新製

品開発を支援し、本県産業の高付加価値化や新産業創出を促進する。

（３）科学技術振興・知財戦略
県試験研究機関を中心とした地域イノベーションの創出に向けた環境整備

及び科学技術人材の育成を推進する。また、（一財）群馬県発明協会等
と連携し、知財を活用した価値の創造、企業の成長戦略の実現支援を行う。

（４）ものづくり情報発信
リアルでの展示商談会を開催するとともに、常設のオンライン展示場により

ニューノーマルに対応した商談機会を切れ目なく創出する。

（５）未来への投資促進
ICT企業等の高付加価値企業をターゲットに、新たな拠点等の設置に向け

た支援を行う。

（６）事業承継支援
デジタル技術の導入など、事業承継前の事業内容の磨き上げを行う。企業

の成長につながる事業承継を支援する。

（７）テレワーク導入支援
中小企業のテレワーク導入を支援し、時間や場所にとらわれない多様な働き

方を推進する。
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取組の方向性

現状・課題

主な取組

＜製造業を対象とするＩｏＴ導入状況調査＞
調査対象企業のうち、ＩｏＴを導入済みまたは
導入予定の企業は半数未満に留まる

＜実施時期＞
令和元年９月１日～３０日
＜調査対象＞
県内企業（計103社）
＜回 答 数＞
６３社（回答率６１．１％）

38%

1%
13%

43%

5%

（資料１）IoT導入・検討の状況

導入済(24社)

導入予定(1社)

検討中(8社)

関心はあるが、導入予定なし(27社)

必要性を感じない(3社)



【施策Ⅰ－２】
スタートアップ支援、オープンイノベーション推進

○今後の経済成長には、成長が見込める事業領域で短期間で
急成長し、消費者のライフスタイルや、既存の業界やサービス
に大きな影響を与える「スタートアップ(企業)」の存在が欠かせ
ないが、我が国のスタートアップは大都市圏に偏在している。

○急速に進むデジタル社会のなかで、
企業が持続的に発展を遂げるため
には、企業や業種の枠を超えた連携
により、価値を高めていく、オープンイノ
ベーションの取組が重要である。

（１）スタートアップ支援
スタートアップ・ベンチャーが群馬に集積するためのエコシステム形成や、成

長支援の取り組みを関係機関と連携して実施する。

○本県経済を持続・発展させるため、スタートアップ・ベンチャーが
集積し、成長することが可能な体制（事業）を構築する。

○地域や業界が抱える課題を県内の大学・企業の技術シーズを
用いて解決する。

都道府県 J-Startup

東京都 ９８

神奈川県 ６

福岡県 ６

京都府 ５

大阪府 ５

宮城県 ４

愛知県 ３

山形県 ３

その他 １１

都道府県別J-Startup数

挑戦・連携

醸成・発掘

成長・育成
●スタートアップピッチ＆交流会
●アクセラレータープログラム

●研究開発型スタートアップ支援
●新市場創出型スタートアップ支援

●スタートアップエコシステム醸成セミナー
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（２）デジタル技術を活用したヘルスケアビジネスモデル構築
県内企業が持つIT技術シーズを活用し、「医療・介護現場の課題解

決」や「健康寿命延伸」に資する産学官医連携のビジネスモデルを構築す
る。［デジタル×（医療／介護／福祉／ヘルスケア 等）］

取組の方向性

現状・課題

主な取組



【施策Ⅰ－３】
ニューノーマル、アート・デザイン指向のビジネスモデル構築

○ウィズコロナ時代にあっては、デジタル化（非接触、分散、ネッ
トワーク）を軸に、生活様式、産業構造が大きく変化していく。

○一方、模倣されやすいデジタル的なものと比べ、アート（機
能・性能よりも、感覚・心に訴求するもの）・アナログな価値
を持つもの、ライブ・実物の評価は高まってくることが予測され
る。

○全国各地で産業が画一化する昨今、デジタル技術と、群馬
の風土を生かし、群馬らしさ実現・発信することでオンリーワン
の事業者・産業立県を目指す。

○コロナ対応で求められる非接触化、分散化、ネットワーク化に、
デジタル技術を用いて対応する。

○ニューノーマルに対応するデジタル技術と、群馬の産業・風
土・文化を融合させ、群馬らしさが光るオンリーワンの産業立
県を目指す。

（１）創業支援
デジタル技術による社会構造、経済環境が変革している中、変化をビジ

ネスチャンスと捉え、創業を考える方に対して、創業支援センターによる相
談対応や関係機関の連携等による支援を実施する。

（２）地場産業の振興
繊維、木工、伝統工芸品等、産地組合や関係団体、市町村等と連

携し、産業の魅力を広く発信するとともに、関連企業の新たな製品開発や
販路開拓等の取組に対して、支援を実施する。

（３）産業デザイン振興
企業がデザインを戦略的に活用し、自社製品の高付加価値化と他社製

品との差別化を図るために必要な支援を実施する。

（４）ものづくり情報発信
リアルでの展示商談会を開催するとともに、常設のオンライン展示場により

ニューノーマルに対応した商談機会を切れ目なく創出する。

（５）ニューノーマル創出支援
事業継続及び地域活性化に向け、感染症対策を実施した中小企業・

小規模事業者が連携して実施する新たなビジネスへの支援を実施する。

（６）地域・まちなか活性化応援
地域やまちなかの活性化に向けて事業性のあるプランを選定し、クラウド

ファンディング型ふるさと納税の活用やクラウドファンディング事業者と連携し
た支援を実施する。
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取組の方向性

現状・課題

主な取組



【基本方針Ⅱ】
様々なリスクや環境の変化に柔軟に対応できる産業の構築

【主な施策】
施策１ ＳＤＧｓの推進
施策２ 事業継続支援、レジリエンス強化
施策３ ものづくり産業の強化・成長産業への事業領域拡大

施策４ 海外販路開拓・サプライチェーンの再構築
施策５ サービス産業の高付加価値化
施策６ 県内ＩＣＴ企業の成長支援

○ウィズコロナ、ウイズ気候変動の時代にあって、様々な社会変化が既に起こりつつあり、その流れは不可逆的である。
特に中小企業・小規模事業者の経営環境は厳しさを増している。

○近年多発する自然災害への対応や「５つのゼロ宣言」の実現に向けた環境分野への取組、バーチャル空間を利用
したサービスやデータ駆動型のビジネスへの対応、産業を支えるサプライチェーンの再構築、物流機能の強靱化、中
小企業・小規模事業者の事業承継などに取り組む。

○一社・一業種依存からの脱却、高付加価値業種、未来を牽引する事業領域への進出などにより、事業継続に向
けた企業体力・体質の強化を図る。
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（出典）：(株)帝国データバンク群馬支店「事業継続計画（BCP）に対する群馬県内企業の意識調査（2020年）」

（1）事業の継続が困難になると想定しているリスク
（複数回答）



【施策Ⅱ－１】
ＳＤＧｓの推進

○労働人口減少、主力産業激変、環境・社会重視の消費な
どが将来一層見込まれる中、企業はSDGsを無視して持続
的な発展は見込めず、むしろ存続が危うい。

○中小企業は目の前の本業（収益）以外にリソースを割く余
裕に乏しい。SDGsの概念が大きすぎ、何から取り組めばいい
か分かりにくい。

○中小企業がSDGsを知り、取り組むきっかけづくりが求められる。

○県内企業によるSDGsの取組を加速させ、持続的社会の構
築に取り組む企業の価値向上と収益力強化につなげる。

意味および重要性を理解し、取り組んでいる
8%

意味もしくは重要性を理解し、取り組みた
いと思っている 16%

言葉は知っていて意味もしくは重要性を理解
できるが、取り組んでいない 33%言葉は知っているが意味もしくは重

要性を理解できない 15%

言葉も知らない
14%

分からない
14%

「SDGs に関する企業の意識調査」
（2020年6月 帝国データバンク）
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普及啓発

取組評価の
仕組構築

SDGs関連ビジネス
の拡大先進的企業

取り組み始めている

興味がある

知らない、関心ない

県内産業のSDGsを推進するため、関心や取組みの度合いに応じて、
普及啓発から先進事例の発信まで、施策を組み合わせて実施していく。

（１）SDGs関連ビジネスの拡大
社会や地域の課題をビジネスチャンスと捉え、課題解決につなげようとする企
業活動を推進する。

（２）取組評価の仕組構築
取組みを評価する仕組みを構築し、企業のブランド力向上を推進する。

（３）普及啓発
専門家によるコーチングプログラム等により、企業関係者や支援機関の意識
改革を図る。

取組の方向性

現状・課題

主な取組



【施策Ⅱ－２】
事業継続支援、レジリエンス強化

〇気候変動等の影響等により頻発化・激甚化する自然災害。
○自然災害に加え新型コロナウイルス感染症の影響等により、県

内事業者を取り巻く事業継続に係る課題は多様化、複雑化。
○さらに、県内事業者はニューノーマルやデジタル化への対応等が

喫緊の課題となっている。
〇経営者の高齢化が進んでおり、事業継続のための経営者の世

代交代が急務となっている。

○ 中小企業・小規模事業者が抱える様々な事業継続リスクに
応じたきめ細かな支援により、事業継続に向けた経営力（企
業の体力・体質）、災害対応などのレジリエンス強化を図る。

○ 支援機関の支援力向上や支援機関同士の連携を促進する。

（１）制度融資
中小企業・小規模事業者の目的に応じた事業資金を長期・固定金

利で融資することにより、経営の安定化や積極的な事業展開を資金面
から支援する。

（２）「伴走型」できめ細かな経営支援
商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、産業支援機構、金融

機関等の連携を強化し、中小企業・小規模事業者に対し、伴走型による
きめ細かな支援を実施する。

（３）事業継続計画（BCP）策定支援
自然災害や感染症流行等の有事における県内企業の事業継続を支援するた

めに、BCPの普及・啓発、策定の支援、策定後の運用支援を実施する。

（４）地場産業の振興
繊維産業をはじめとした地場産業の魅力を広く発信するとともに、関連企業の

新たな製品開発や販路開拓、後継者育成等の取組を支援する。

（５）事業承継支援
支援機関が連携して、地域の雇用確保や中小企業・小規模事業者が持つ技

術・ノウハウを維持するとともに、企業の成長につながる事業承継を支援する。
デジタル技術を活用し、事業承継前の事業内容の磨き上げも支援する。

（６）地域・まちなか活性化応援
地域やまちなかの活性化に向けて、事業性のあるプランを選定し、クラウドファン

ディング型ふるさと納税の活用やクラウドファンディング事業者と連携した支援を実
施する。
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取組の方向性

現状・課題

主な取組

＜BCP策定済みの事業者数＞
調査対象企業のうち、BCPを策定済みの事業者は13.0％にとどまる。
（令和２年5月・県調査）

策定済み

13.0%

策定中

10.2%

策定予定

23.2%

策定予定なし

28.9%

ＢＣＰを知ら

なかった

24.8%



【施策Ⅱ－３】
ものづくり産業の強化・成長産業への事業領域拡大

○本県産業構造は、自動車産業への一極集中が進んでいる。
○産業における付加価値が「製品」から「サービス」や「データ活

用」に移行していく。
○地球温暖化への対応は経済成長の制約ではなく、産業構

造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという
発想の転換が必要である。

○農林業等の労働集約型産業においては高齢化や人口減少
による労働力不足が課題。産業の枠を超えた取組が求めら
れている。

（１）スマートファクトリー創出支援・ものづくりのデジタル化支援
県内企業の生産・品質管理工程へのIoT・AI・ロボット導入等によるデ

ジタル化とともに、デジタル人材育成を支援し、本県産業の持続的発展を
促進する。

（２）開発研究支援・新技術イノベーション促進
企業との共同研究による課題解決やデジタル技術活用による新技術・

新製品開発を支援し、本県産業の活性化や新産業創出を促進する。

（３）次世代モビリティ産業参入支援
CASE時代において、自動車関連産業に求められる付加価値の変化を

捉え、地域企業の基盤強化と新たな価値の提供を支援する。

（４）地場産業の振興
繊維産業振興のほか食品工業では農業者と連携し、地産地消による

６次産業化や地域資源活用により付加価値の高い商品の開発を支援。

（５）デジタル技術による建設業や医療ヘルスケア産業との連携
センサー類や５Gを始めとする通信等デジタル技術を活用し、防災監視

や効率的な地域交通システム構築、医療ヘルスケア分野等幅広い産業
分野の課題解決につなげる取組を支援。

（６）経営革新への支援
経営革新計画承認制度により、中小企業・小規模事業者の経営力向

上に向けた新たな取組を支援する。

（７）制度融資
中小企業・小規模事業者の目的に応じた事業資金を長期・固定金利

で融資することにより、経営の安定化や積極的な事業展開を資金面から
支援する。

○輸送機器を中心としたものづくり産業集積の強みをさらに伸ば
しつつ、成長が見込まれる分野への進出を支援し、今後増
加する付加価値を本県経済へ取り込む。

○「５つのゼロ宣言」の実現に向け、環境分野における技術開
発・事業展開を支援する。

○農林業や建設業、医療福祉分野等と連携した付加価値の
高い商品・サービス開発を支援し、事業領域の拡大を図る。
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取組の方向性

現状・課題

主な取組



【施策Ⅱ－４】
海外販路開拓・サプライチェーンの再構築

○少子高齢化により国内市場の縮小が確実なものとなっている
ため、海外市場の取り込みを図ることが課題。また、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大により、海外の展示会や人や物の流
れにも影響があることから、越境ECでの商流を活用できるよう
に体制を整えることが課題である。

○新型コロナウイルス感染拡大時に、医療用物資・衛生物資
の輸入が滞り供給不足に陥ったように、海外からの輸入に過
度に依存した生産体制を見直し、生産の国内回帰の動きが
見られる。

○人口減少等に伴う国内市場の縮小や、国内での感染症拡
大や自然災害等に伴う販路縮小に備え、海外での販路開
拓を進める。

○生産拠点の国内回帰の流れを捉え、本県への企業立地を
進める。

（１）越境EC海外販路開拓支援
セミナー、ワークショップの実施により、越境ECへの取り組みを促進する。また、

オンラインによるバイヤー招へい等を実施し、商談機会の創出を図る。

（２）JETROとの連携推進
JETROではニューノーマルに対応した海外販路開拓を推進するため、食品

や生活雑貨、工芸品等の越境ECでの輸出支援を強化している。JETROと
連携し、共催事業の実施や、JETRO支援メニューの紹介などを通じて相乗
効果の創出を図る。

（３）未来投資促進
サプライチェーンの再構築などの観点から、生産・物流等の新規拠点を設け

る事業者への支援を行う。
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取組の方向性

現状・課題

主な取組



【施策Ⅱ－５】
サービス産業の高付加価値化

○事業所数の76.0％、従業者数の67.4％を占めているサービス
業の事業従事者１人あたり付加価値額は製造業の６割程
度であり、労働生産性が低い。

○労働人口の減少及び需要密度の低下が予想され、ＡＩや
クラウド等のＩＴツール導入による生産性向上や高付加価
値化が課題である。

○物流業界では、物流コストの上昇やトラック事業者等の人材
不足が問題となっており、物流効率化の促進・人材確保のた
めの情報共有支援等が求められている。

○新型コロナウイルス感染症の影響を特に受けやすいサービス
産業では、各種感染防止策の実施や「新しい生活様式」を
見据えた業態転換、新たな事業展開等が必要である。

【具体的な取組】

（１）サービス産業のイノベーション促進
新型コロナウイルス感染症拡大により大きな打撃を受けた県内の飲食・

小売等のサービス事業者に対し、デジタル技術を活用することにより、
ニューノーマル時代に対応した事業展開を支援する。

（２）物流機能強化推進
県内物流団体と連携し、物流人材の確保・育成支援に取り組むととも

に、国際物流機能の効率化や、荷主企業と物流事業者の相互協力に
よる物流環境の改善（ホワイト物流）を推進し、物流業の生産性向上
と事業者間の連携強化を図る。

（３）経営革新への支援
経営革新計画承認制度により、中小企業・小規模事業者の経営力

向上に向けた新たな取組を支援する。

○県内サービス事業者に対し、ＩＴ導入による生産性向上や
事業の高付加価値化、ニューノーマル時代に対応した新たな
事業展開を促す。

0 100 200 300 400 500 600 700 800

製造業

サービス業平均

事業従事者１人あたり付加価値額（万円）

出典：H28経済センサス
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取組の方向性

現状・課題

主な取組



【施策Ⅱ－６】
県内ICT企業の成長支援

○本県の産業構造として製造業が優位となっており、イノベー
ション創出につながる情報通信業の集積や、研究開発のため
のIT人材が不足している。

○５Ｇやクラウドコンピューティング等の新技術の登場に伴い、
ＩＣＴ企業には新たな事業展開が期待されている。

○県内ＩＣＴ企業の成長、新たな事業展開を促進するため、
リソースの強化・人材育成等が求められている。

○イノベーション創出につながる研究開発部門やデジタル分野に
おける高度な知識やスキルを有する人材活用を推進する企
業の集積・成長を図る。

〇産学官連携による各世代に対するIT教育や、デジタル関連
シーズを活用した新たな事業への取組を推進する。

（１）オープンイノベーションの推進
県内ICT企業のもつデジタル関連シーズ等を活用して、企業や業種の枠

を超え地域課題の解決支援を行うとともに、県内ICT企業の成長を促す。

（２）未来への投資促進
ICT企業等の高付加価値企業をターゲットに、新たな拠点等の設置に向

けた支援を行う。

（３）大学連携による産業人材育成プロジェクト
県内の主要企業及び大学と連携した講義を実施するほか、大学間の単

位互換制度や、本プロジェクトのカリキュラムへの組み込みを目指す。

（４）自由な発想育成プロジェクト
中高生を対象とした、地域課題解決型のプログラミング教育の実施を支

援する。卒業生が、ＩＴクリエーターや起業家となり、県内産業を牽引する
ことを目指す。

（５）専門知識・リテラシーの醸成、リカレント教育の推進
産業技術専門校のＩＴ教育、企業技術者等のデジタル教育（スキル

アップセミナーの拡充、オンライン教育の活用）、求職者向けデジタルスキル
の向上（民間委託）に取り組む。

（６）産業人材へのリカレント教育
企業の経営者及び従業員を対象に、IoTをはじめとする技術分野におけ
るリカレント教育を実施し、時代の変化に対応できる人材を育成する。
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取組の方向性

現状・課題

主な取組



【基本方針Ⅲ】
群馬の新たな魅力を創造・発信

（課題）
○観光のニューノーマル転換が必要。
○データマーケティングによる観光地づくり・情報発信が必要。
○観光のデジタル化を進め、新たな価値を生み出していく必要がある。
○観光客の減少や、他国・他都道府県への移動制限等、社会状況への対応が必要
○成長が期待されるeスポーツやコンテンツ産業誘致への取組が必要。
○高い経済効果を生み出すだけでなく、地域のビジネス機会やイノベーションの創出に大きく資するＭＩＣＥの戦略

的誘致が必要。
（取組方針）
○ウィズコロナ時代のニーズを反映し、かつ、ＤＸを活用しながら観光振興を行い、ニューノーマル下における観光先進

県を目指す。
○eスポーツやコンテンツ産業の推進、ＭＩＣＥの戦略的な推進により、新たな成長機会の探求を図る。

【主な施策】
施策１ ニューノーマルに対応した観光地づくり
施策２ 新しい価値や魅力を創造・発信
施策３ ウィズコロナ時代の「変化」に柔軟に対応

eスポーツ・コンテンツ産業やＭＩＣＥ推進

ニューノーマルに対応した観光振興 群馬の
新たな
魅力

創造
・
発信
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施策４ eスポーツ・コンテンツ産業等による新ビジネスの創出
施策５ 戦略的なＭＩＣＥ推進



【施策Ⅲ－１】
ニューノーマルに対応した観光地づくり
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○ニューノーマル対応の視点を取り入れた観光地づくりを進めるた
めの取組を行う。

取組の方向性

【現状】
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、観光産業は
大きな影響を受け、観光においてもニューノーマルへの転換
を求められている。

【課題】
○観光のニューノーマル転換を行うための体制整備や、観光客が
安心・安全に旅行できるような受入環境の整備が必要。

○新型コロナウイルスによる影響を的確に捉え、施策へ反映させ
るために、データマーケティングによる観光地づくりや情報発信が
必要。

現状・課題

主な取組
（１）県域ＤＭＯの見直しと機能強化
・地域との関わりを重視し、ニューノーマル下における「持続可能な観光」を
強く意識した体制に見直しを行う。
・地域との関係性を深めながら、データ分析に基づく戦略策定や施策提案
を行い、県域DMOの観光地域マーケティング・マネジメント機能の強化を図
る。

（２）データマーケティング体制の確立
・県域ＤＭＯ内に観光データを一元的に管理するデータプラットフォームを
設置し、分析したデータを地域へフィードバックする体制を構築する。

（３）「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくり推進
・多様な関係者と合意形成し、継続的に地域資源の発掘・磨き上げを行
うことで、「様々な観光客に繰り返し選ばれ、かつ、観光振興による効果が
地域全体を豊かにする」地域づくりを行う。

（４）受入環境整備
・感染症の状況を含む観光地の安全情報を発信する。
・県が業界ごとに作成している感染症対策ガイドライン等の遵守について要
請することと合わせ、ガイドライン等に基づき感染症対策を適切に行っている
事業者の店舗の認定を行い、安心・安全な環境づくりを促進する。
・観光情報HP（日本語・多言語）のリニューアルや、デジタル環境整備を
行う市町村等の支援を行い、デジタル化促進のための基盤整備を進める。



【施策Ⅲ－２】
新しい価値や魅力を創造・発信
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○観光のデジタル化を強力に推進しつつ、観光には欠かすことの
できないリアルの良さを組み合わせることで、新しい価値や魅力
を創り出し、戦略的に発信する。

取組の方向性

【現状】
○近年のデジタル化進展に加え、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大を契機として、テレワークやＥＣの利用などが増加
している。

○観光分野においても、生産性向上等が期待できるICT化の
推進と、観光産業や誘客のあり方に変革をもたらすＤＸへ
の積極的な取組が求められている。

【課題】
○最先端のＩＣＴ技術を活用した施策を実施する等、観光の
デジタル化を強力に進め、新たな価値を生み出す必要がある。

現状・課題

主な取組
（１）デジタルを軸とした取組の拡充
・県庁動画スタジオ「tsulunos」を活用した動画配信や、WEB広告を実施す
る。
・有力メディアやインフルエンサーを活用した情報発信を新たな日本語・多言語
HPとの連携により実施する。
・オンライン上で、群馬ならではの体験を可能とする新たな観光コンテンツメニュー
を構築する。

（２）移住・交流・関係人口の増加に向けた取組の推進
・「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくり推進（施策Ⅲ-１）
・ワーケーションの推進、長期滞在化・高付加価値化の推進（施策Ⅲ－３）
・Gメッセ群馬を核に、県内全域へのMICEの誘致を行う （施策Ⅲ－５）
・ぐんまフィルムコミッション（FC）と地域FC・市町村等との連携によりロケ誘致を
推進する （施策Ⅲ－4）

（３）需要を喚起するプロモーション
・温泉や自然などの「群馬ならではの魅力」のプロモーションを強化する。
・データマーケティングに基づき、ターゲットを絞ったプロモーションを実施する。
・民間事業者とのタイアップ事業や旅行エージェントと連携したプロモーションを行
う。

（４）県産品販路の更なる拡大
・感染防止対策を講じた上で、物産展を開催する。
・オンラインやカタログギフトの活用など、非対面・非接触での県産品販売を実
施する。
・リアル・デジタルでの販売のほか、県産品を広くアピールする優良県産品制度を
活用し、認知度の更なる向上を図る。



【施策Ⅲ－３】
ウィズコロナ時代の「変化」に柔軟に対応
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○反転攻勢を見据えたインバウンド対策を進めながら、県内や
近隣県からの誘客を強化するマイクロツーリズムや新しい観光
の形であるワーケーションを推進するなど、変化に臨機応変に
対応する。

取組の方向性

【現状】
○インバウンド誘客は難しい状況が続いており、今後数年間は、
入国制限が「開閉」を繰り返すことが想定される。

○国内旅行については、感染拡大状況によっては都道府県間
の移動自粛要請が行われることが想定され、当面の旅行者数
は新型コロナウイルス発生前と比較して落ち込むことが考えられ
る。

【課題】
○ウィズコロナ時代においては、変化する社会状況へ臨機応変

に対応する施策を講じることが求められる。

現状・課題

主な取組

（１）反転攻勢のためのインバウンド対策
・多言語ＨＰを核としたプロモーションにより、旺盛な訪日意欲への対応とインバ
ウンド誘客の本格再開に向けたブランディングを図る。
・インバウンド受入登録施設である「パートナー施設」への支援、登録数増に取り
組むことで、県内施設のインバウンド受入の気運醸成を図る。
また、インバウンド受入認定施設である 「Ｇｕｎｍａ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃ
ｅ施設」の増加を推進し、世界水準に対応した受入環境の高度化を支援する。

（２）マイクロツーリズムの推進
・マイクロツーリズムにおける誘客ターゲットに対して重点的に情報発信を行う。
・近県等とも連携の上、近場旅の魅力を継続的に創出・発信する。

（３）ワーケーションの推進
・ワーケーションの受入を推進するために必要な共用ワークスペースの整備や、
ニューノーマル時代に即した新たな着地メニューの開発支援を行う。
・県庁内関係各課と連携の上、先行モデルの構築を行うほか、ワーケーションを
希望する企業と受入施設の橋渡しを行う。

（４）長期滞在化・平準化の推進
・季節や曜日、時間等をずらした旅の魅力やメリットをＷＥＢやＳＮＳ等を通じ
て発信する。
・平日宿泊を促進するための取組を行う市町村等を支援する。



○成長が期待されるｅスポーツを活用した地方創生を推進し、
大規模大会等の誘致・開催を通して「群馬県のブランド力向
上」及び「関連産業育成」を図る必要がある。

○ぐんまブランドの強化に繋がる「群馬発コンテンツ」の発掘＆発
信と、クリエイターの育成支援や交流を通し、群馬県のクリエィ
ティブ拠点化を推進する必要がある。

○フィルムコミッション活動の支援体制を強化し、映像作品の積
極的な誘致を通して、県内事業者の関連産業への参入を
図る必要がある。

【施策Ⅲ－４】
ｅスポーツ・コンテンツ産業等による新ビジネスの創出

○ｅスポーツ推進を地域経済の活性化につなげる。
○群馬発コンテンツの発掘＆発信とクリエィティブ拠点化を推進
○県フィルムコミッションによるロケ誘致を強化する。

ｅスポーツ推進
（１）ｅスポーツの土壌づくり
・県内企業や市町村等と連携しながら、ｅスポーツ人口・ファンの増加につ
ながる取組を進め、関連産業を育成する。

（２）ｅスポーツ大会の開催・誘致
・キーコンテンツとなる大規模大会の継続的な誘致・開催を通じて、「群馬
県のブランド力向上」を図るとともに、大会やイベントを通した関連産業の
参入を支援する。

（３）ｅスポーツによる人材育成
・ｅスポーツを切り口に、デジタルツールを活用できる人材育成を推進すると
ともに、ｅスポーツ・ＩＴ関連業界で活躍する産業人材を育成する。

（４）ゲーム依存対策
・関係部局と連携してゲーム依存対策に取り組む。

参考 国内のｅスポーツ市場の長期目標
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取組の方向性

現状・課題

主な取組

U19ｅスポーツ選手権
出典： （一社）日本ｅスポーツ連合「日本のｅスポーツの発展に向けて（令和2年3月）」



【施策Ⅲ－４】
ｅスポーツ・コンテンツ産業等による新ビジネスの創出

ロケ誘致推進

（１）ロケ誘致の体制強化
・ぐんまＦＣと地域ＦＣ・市町村等の連携強化を図り、「オール群馬」によ
る撮影支援を行う。

（２）映像分野のクリエイティブ拠点化への取組
・ワーケーションを兼ねたアーティスト in レジデンスで若手クリエイターを招聘
し、映像制作を行う。

（３）映像関連産業への参入・ビジネスマッチング促進
・撮影支援の増加による、映像関連産業（飲食、機材レンタル等含む）
への県内事業者の参入や、映像関連資材のビジネスマッチングを促進する。

映画撮影風景（昭和庁舎）

新コンテンツ創出

（１）クリエィティブ拠点化の推進
・クリエイターの育成支援や、様々な分野との交流を通して、クリエィティブ需
要の創出や新たな価値を創造し、群馬のクリエィティブ拠点化を目指す。

（２）コンテンツ発掘・発信による群馬ブランドの強化
・県内のコンテンツを磨き上げ、新コンテンツとして創出することや、エビデンス
などを付加して発信することにより、群馬ブランドの強化を目指す。
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出典：グローバルエンタテイメント&メディアアウトルック (PwC)、グローバルライセンシング調査
2019(ライセンシングインターナショナル）等を用いて経済産業省が作成

12,590 
15,031 

18,338 
21,109 

23,453 25,680 
27,814 

29,836 31,675 33,406 

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

0

10,000

20,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

［日本］デジタルコンテンツ市場の推移

単位：百万米ドル

※デジタルコンテンツとは、音楽、出版、映像、ゲームなどのうち、デジタル形式で提供されるコンテンツのこと



○「群馬ブランド」のＰＲの場と、「人材交流の場」となる大規模
なMICEの開催実績が、少ない。

○「Ｇメッセ群馬」が、令和２年６月に開所したが、新型コロナ
ウイルスの影響もあり、大規模なMICEは増加していない。

○MICE誘致は経済活性に有効な方法であり、自治体間の誘
致競争は激化している。より多くのMICE誘致には、本県の
強みや魅力を活かし、戦略的に取り組む必要がある。

【取組（１）】
○大規模なMICEの誘致には、宿泊業・旅行業・飲食業など

多様な主体と連携する必要があり、オール群馬のMICE受入
れ環境を整える必要がある。 【取組（１）（２）】

【施策Ⅲ－５】
戦略的なMICE推進

○多くのＭＩＣＥを誘致し、人・モノ・カネ・情報のネットワークを
構築し、地域のビジネス機会やイノベーションを創出し、群馬
県の競争力・ブランド力・土地の求心力を向上させる。

（１）戦略的なMICE誘致
○戦略的なMICE誘致
MICEターゲットごとに関係者との役割分担を明確にし、産・学等の協力も得な
がら、Gメッセ群馬を核として、地域への経済波及効果の高いMICEの誘致活
動を行う。

○地域のＭＩＣＥ誘致力強化
MICE開催都市としての魅力を高めるため、県内市町村や関係者と面的な連
携を強化し、地域のMICE誘致力を強化する。

（２）MICE産業支援
県内事業者のＭＩＣＥ案件獲得を支援し、地域のＭＩＣＥ誘致力を強

化するため、主催者とのマッチングや展示商談会への出展支援・事業者向けセ
ミナー等を行うと共に、事業者の連携強化に取り組む。

MICE推進
の意義

都市の競争力・ブランド力向上

ビジネス機会や
イノベーションの創出高い経済効果
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取組の方向性

現状・課題

主な取組



【基本方針Ⅳ】
生き生きと働ける環境づくりと、将来の産業を担う自律型人材の育成・確保

施策３ 雇用維持・再就職に向けた支援
【主な施策】
施策１ 働き方改革の推進
施策２ デジタル人材育成、リカレント教育推進

（課題）
○決められた時間・場所への出勤等の従来の働き方が障壁となり、さまざまな事情を抱えた人が働けない。
○中小企業はITを経営戦略に活用できる人材が不足し、時代の変化に対応する製品開発力が脆弱。
○技術革新や産業構造の変化に対応できる高度な技能技術者が必要。

（取組方針）
○誰もが持てる能力を発揮し、活躍できる働き方・環境の実現を目指す。
○産官学連携による各世代に対するIT教育や、デジタル関連シーズを活用した新たな事業への取組を推進する。
○ICT技術を活用した新たな人材確保策を推進し、各世代に応じた情報発信を行い、県内就職者を確保する。
○産業や地域のニーズに基づいた人材育成を強化する。
○デジタル化の進展により、人材不足の解消、新たに生まれる雇用への移行や、新しいビジネスモデルへの参入を促進

する。

※「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成２７年８月２８日成立）の
第６条において、策定に努めることとされている都道府県推進計画について、以下の各項目
を計画として位置づけ、取組を進めます。

・施策１ 働き方改革の推進
・施策３ 雇用維持・再就職に向けた支援
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○職場の理解不足や環境整備が不十分で、働きたくとも働け
ない人がいる。仕事と家庭の両立が可能な柔軟で多様な働
き方の普及が求められている。

○決められた時間・場所への出勤等、従来の働き方の障壁によ
り、さまざまな事情を抱えた人が働けない。

○本県の年間総労働時間は全国平均を上回っている。
○全国における女性の第１子出産後の離職率は46.9%で、

出産・子育てを理由とする離職が多い。
○職場における男女の機会・待遇の均等やキャリア形成支援に
加え、各種ハラスメントを防止する取組を推進する必要がある。

【施策Ⅳ－１】
働き方改革の推進

○従来の働き方では困難な状況にある人も含め、県民誰もが、
職場において持てる能力を発揮し、活躍できる働き方の実現
を目指す。

（１）働きやすい職場環境づくり
意識改革や生産性の向上などにより長時間労働を縮減するととも

に、多様な働き方を推進する。
・働く人の環境や事情に合った働き方

（年齢や性別、国籍、障害、病気、介護、育児など）
・時間や場所にとらわれない働き方

（短時間、フレックス、テレワークなど）
・一つの仕事にとらわれない働き方（兼業・副業など）
同一労働・同一賃金に関する普及啓発により、公正な待遇を確保する。

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査（事業所規模30人以上）」

1831 1831 1840 1852

17831784 1782 1781 1769

17341676 1676 1681 1685

1625

1630 1630 1628 1619
1585

1500

1600

1700

1800

1900

27年 28年 29年 30年 R１年

年間総実労働時間
（群馬）

年間総実労働時間
（全国）

年間所定内労働時間
（群馬）

年間所定内労働時間
（全国）

年間総実労働時間及び年間所定内労働時間（群馬県・全国）

29

取組の方向性 主な取組

現状・課題



【施策Ⅳ－２】
デジタル人材育成、リカレント教育推進

○経営主導者層でデジタル化に対する知見が不足しており、幅
広い世代が生涯にわたり学びやすい環境が求められている。

○県内大学が連携し、産業界が必要とする人材像を把握し、
それに合わせた人材を育成する必要がある。

○県内中小企業のデジタル技術への理解が不足しており、業
務とデジタルに精通し、効率性や生産性を改善できる人材が
求められている。

○産学官が一丸となり、県内産業のイノベーションを起こす人材
を、幅広い世代で育成することにより、地域を活性化させる。

○群馬の環境を生かした教育で、感性を磨きながら、デジタル
ツールに 「魂」 を込める力を持った人材を育成する。

（１）大学連携による産業人材育成プロジェクト
県内の主要企業及び大学と連携した講義を実施するほか、大学間の単位

互換制度や、本プロジェクトのカリキュラムへの組み込みを目指す。

（２）自由な発想育成プロジェクト
中高生を対象とした、地域課題解決型のプログラミング教育の実施を支援

する。卒業生が、ＩＴクリエーターや起業家となり、県内産業を牽引することを
目指す。

（３）専門知識・リテラシーの醸成、リカレント教育の推進
産業技術専門校のＩＴ教育、企業技術者等のデジタル教育（スキルアッ

プセミナーの拡充、オンライン教育の活用）、求職者向けデジタルスキルの向
上（民間委託）に取り組む。

（４）産業人材へのリカレント教育
企業の経営者及び従業員を対象に、IoTをはじめとする技術分野における
リカレント教育を実施し、時代の変化に対応できる人材を育成する。

出典：群馬県職業能力開発アンケート調査（２０２０） 30

取組の方向性

現状・課題

主な取組

12.0%

20.0%

18.0%

50.0%
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【施策Ⅳ－３】
雇用維持・再就職に向けた支援

○人口減少や学卒者の大企業志向が進み、県内企業の人材不足
が深刻な状況。また、技術革新や産業構造の変化に対応できる
技能技術者の必要性も高まっている。

○新型コロナウイルス感染症の影響で非正規雇用者の失業が増加
傾向。特に、女性の非正雇用者の割合が高い。

○余剰人員を抱える企業がある一方で、コロナ禍以前から人手不足
に悩む企業もあり、両者をつなぐ取組の構築が求められている。

○働きたいすべての人（女性・若者・高齢者・障害者・外国籍の県
民）が能力を活かし活躍する社会の実現を目指す。

○企業が求める人材を育成し就職に結びつけることで、企業の人材
確保を支援する。

（１）就職支援（若者、女性、シニア等）
ジョブカフェぐんま（マザーズ、シニア、就職氷河期世代向け窓口

併設）において、きめ細かな就職支援を行う。

（２）障害者雇用の促進
障害者の就労先の開拓や職場定着の支援を行うとともに、テレ

ワークの導入を推進する。

（３）働く女性の活躍推進
継続就業に向けた、働きやすい企業の職場環境づくりを推進する

ほか、女性管理職の意識醸成、女性の正規就業化を支援する。

（４）人材獲得施策の推進
大学や金融機関等との連携によるＵ・Ｉターンや人材誘致を推

進するほか、ＩＣＴを活用した企業の採用活動の導入支援を行う。

（５）産業人材育成の推進
産業技術専門校や離職者等再就職訓練において、デジタルスキ

ル向上の職業訓練を実施し、就職を支援する。

（６）企業間の人材シェアマッチング支援
新型コロナウイルス感染症の影響で人手が余剰となった企業と人

手不足企業とを結びつける取組を国等と連携して実施する。

取組の方向性

現状・課題

主な取組
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５．目標、効果検証
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５． ３段階の評価指標（KPI）による効果検証
○計画を効果的かつ効率的に実施するため、ＰＤＣＡサイクルに基づく、成果の検証と進捗管理を行い、

施策を柔軟に見直しながら、目的･目標の達成を目指す。

➀総合計画（ビジョン・基本計画）
•「１人当たり県民所得」 「県内総生産」 など
•１０年後の目標値に対し、現在の到達点を確認

②産業振興基本計画（３年後の到達点）
•４つの基本方針ごとに成果を検証できる主な評価指標を設定
•３年後の目標に対し、各年度における実績を評価・検証

③年度ごとのアクションプラン（単年度の取組目標）
•各施策ごとに、当該年度に取り組む事業と評価指標（ＫＰＩ）を前年
度３月に設定

•年度終了後に評価・次年度の実施内容へ反映
•目標の達成状況
及び施策の進捗状
況の検証・評価

•検証・評価の結
果を次年度の施策
に反映

•目的・目標を達
成するための具体
的施策の実施

•基本計画の策定

（目標の設定）

（具体的施策）

Ｐｌａｎ

（計画）

Ｄｏ

（実行）

Ｃｈｅｃｋ
（検証・評価）

Ａｃｔｉ
ｏｎ

（反映）

33※KPI：重要業績評価指標。Key Performance Indicatorsの略。
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目標・目指す姿（全体目標・目指す姿）

○本計画による取組の成果を図る指標として、以下のKPIを設定する。
○新型コロナウイルス感染症による影響を払拭することを目標とする。

全体目標・目指す姿
（ＫＰＩ） 現状値 目標値 出典、算出方法

１ 県内総生産（名目） 89,704億円 平成29（2017）
年度 93,000億円 県民経済計算

２ １人当たり県民所得 332万5千円
平成29（2017）
年度 340万円 県民経済計算

３ １人当たり賃金（年間・全業種計） 431万8千円 令和元（2019）
年 450万円 賃金構造基本統計

調査

４ １人当たり付加価値額（労働生産性） 885万4千円
平成29（2017）
年度 908万1千円 県民経済計算
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目標・目指す姿（基本方針の実現）

○各基本方針に基づく取組の成果を図る指標として、以下のＫＰＩを設定する。
目標・目指す姿
（ＫＰＩ）

現状値 目標値 出典、算出方法 総合計画掲載項目・関連基
本方針

総合
計画

方針
Ⅰ

方針
Ⅱ

方針
Ⅲ

方針
Ⅳ

5 スタートアップ支援事業による支援起
業家数 ー

令和２年度
（2020）

90者
（R3～R5） 経営支援課調べ ○ ○

6 地域経済牽引事業計画策定件数 68件(H29～R1) 令和元年度
（R2.3.31時点）

75件
（R3～R5） 未来投資推進室調べ ○

7 事業承継計画策定件数 293件(H30～R1)
（R2.11月末：120件） 令和元年（2019） 600件

(R3～R5) 経営支援課調べ ○ ○ ○

8 事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援
数（県関係分）

396件（H26~R1）
（R2.11月末:37件） 令和元年（2019） 150件

（R3～R5） 経営支援課調べ ○

9 観光消費額 2,845億円 令和元年（2019） 2,980億円
観光庁「共通基準に基づく観
光入込客統計」「宿泊旅行統
計」、群馬県「観光客数・消
費額調査」に基づき算出

○ ○

10 延べ宿泊客数 865万人泊 令和元年（2019） 880万人泊 観光庁「宿泊旅行統計」○ ○

11 年次有給休暇取得率 52.4% 令和元年（2019） 62.0% 就労条件総合調査特
別集計 ○ ○

12 管理職に占める女性の割合 16.2% 平成29年（2017） 25.0%
（４人に１人） 就業構造基本調査 ○ ○

13 民間企業における障害者実雇用率 2.14% 令和元年(2019) 2.25％ 群馬労働局「障害者雇
用状況の集計結果」 ○ ○

14 ジョブカフェを利用した就職者数（若者） 1,072人 令和元年度
（R2.3.31時点） 1,200人 労働政策課調べ ○ ○



効果検証の体制

➀群馬県産業振興基本計画推進
プロジェクトチーム
• 部内所属長で構成するプロジェクトチームにより、計画の目
的･目標が達成されるよう、事業の効果的かつ効率的な実
施を推進するとともに、目標の達成状況や事業の進捗状況
の検証を行う。

➀群馬県産業振興基本計画推進
プロジェクトチーム
• 部内所属長で構成するプロジェクトチームにより、計画の目
的･目標が達成されるよう、事業の効果的かつ効率的な実
施を推進するとともに、目標の達成状況や事業の進捗状況
の検証を行う。

②群馬県産業振興基本計画推進
ワーキンググループ
• 部内職員で構成するワーキンググループにより、計画の推進
と進捗状況検証の具体的作業を行う。

②群馬県産業振興基本計画推進
ワーキンググループ
• 部内職員で構成するワーキンググループにより、計画の推進
と進捗状況検証の具体的作業を行う。

③（仮称）群馬県産業振興基本計画推進
有識者会議
• 外部の有識者等で構成する会議を設置し、計画の進捗状
況について、検証･評価を行う。

③（仮称）群馬県産業振興基本計画推進
有識者会議
• 外部の有識者等で構成する会議を設置し、計画の進捗状
況について、検証･評価を行う。

このほか、経済団体等に対するヒアリングなどを
実施し、適宜施策に反映させていく。

36



【分析編】
本県経済の現状と課題

37



人口（R1.10.1）

1,942,456人
全国18位

（総務省：年齢別人口統計調査結果）

面積

6,362.28K㎡
全国21位

（県統計課：第61回群馬県統計年鑑）

事業所数（民営）（H28年）

90,231事業所
全国18位

（県統計課：経済センサス基礎調査）

製造業事業所数（H28年）

10,418事業所
全国15位

（県統計課：経済センサス活動調査）

県内総生産（H29年度）

8兆9,704億円
全国 17位

（県統計課：群馬の県民経済計算）

一人当たり県民所得(H29年度)

332万円
全国 ５位

（県統計課：群馬の県民経済計算）

従業者数(雇用者数)（H28年）

900,921人
全国17位

（県統計課：経済センサス基礎調査）

外国人宿泊者数（R1年）

29万人泊
全国35位

（観光庁：宿泊旅行統計調査）

商業年間販売額（H28年）

7兆293億円
全国15位

（県統計課：商業統計調査）

製造品出荷額等（H30年）

9兆1,360億円
全国13位

（県統計課：工業統計調査結果確報）

産業別県内総生産（H29年度）
1次産業： 1,276億円（ 1.4％）

2次産業：3兆9,340億円（44.1％）
3次産業：4兆8,571億円（54.5％）

（県統計課：群馬の県民経済計算）

企業数（H29年民営・非一次産業）
大企業： 100者（ 0.2％）

中小企業：64,907者（99.8％）
うち小規模事業者：56,623者（87.1％）

（中小企業庁：中小企業白書）

規模別従業者数（H28年）
大企業：106,051人(17.4%)

中小企業：503,830人(82.6%)
うち小規模事業者：190,170人(31.2%)

（中小企業庁：中小企業白書）

観光入込客数（H30年）

6,520万人

（県観光物産課：観光客数・消費額調査(推計)）

観光消費額（H30年）

2,959億円
（県観光物産課：観光客数・消費額調査(推計)）

産業別事業所数（H28年）
1次産業： 641事業所（ 0.7％）

2次産業：21,047事業所（23.3％）
3次産業：68,543事業所（76.0％）

（県統計課：経済センサス基礎調査）

産業別従業者数（H28年）
1次産業： 6,932人（ 0.8％）

2次産業：287,014人（31.8％）
3次産業：606,975人（67.4％）
（県統計課：経済センサス活動調査）

商店数（H28年）

18,527店
全国 19位

（県統計課：経済センサス活動調査）

１.群馬県の主な指標
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群馬県の主な指標
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群馬県の主な指標
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【出典】群馬県「県民経済計算」を再編加工
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（万円）

・労働集約的な産業（「卸売・小売業」、「保健衛生・社会事業」、「宿泊・飲食サービス業」「農林水産業」
等）については、労働生産性が低い傾向がある。
・「製造業」、「建設業」については労働生産性が向上している。一方、その他の業種はほぼ横ばいで推移して
いる。

（千円）



群馬県の主な指標
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部門
輸送機械 1,014,064
飲食料品 279,248

業務用機械 272,578
電気機械 112,020

プラスチック・ゴム 76,915
電子部品 76,390

生産用機械 67,740
はん用機械 41,237
農林水産業 29,634

その他の製造工業製品 27,352
廃棄物処理 23,144
医療・福祉 11,252
繊維製品 9,595

その他の非営利団体サービス 899
建設 0
公務 0

事務用品 0
-1,445 水道
-2,292 分類不明
-11,356 金属製品
-19,722 不動産
-25,361 金融・保険
-28,580 パルプ・紙・木製品
-29,230 対個人サービス
-29,712 窯業・土石製品
-37,901 鉱業
-53,107 情報・通信機器
-56,359 運輸・郵便
-87,767 電力・ガス・熱供給
-90,080 教育・研究
-103,907 化学製品
-110,838 非鉄金属
-190,751 鉄鋼
-235,564 情報通信
-243,873 商業
-266,646 石油・石炭製品
-360,816 対事業所サービス
-1,985,307 56,761 2,042,068
【出典】平成２３年度群馬県産業連関表

【産業連関表に基づく県際収支】
県際収支は、５６８億円の超過となっているが、平成１７年（２９６０億円）の１９．２％となっており、
本県産業の「稼ぐ力」の減退が懸念される。
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産業全般
①企業数・事業所数・従業者数の推移

【出典】 総務省「経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工

【注記】　企業数については、会社数と個人事業所を合算した数値。従業者数は事業所単位の数値。
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・企業数、事業所数は減少傾向であり、廃業数が開業数を上回っている。一方、従業者数については、景気動向が拡大傾向
であったこともあり、増加していた。

②産業大分類別に見た売上高（企業単位）の構成比

2016年

【出典】 総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工
【注記】 凡例の数値は選択地域の数値を指す。
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全国

農業，林業(0.9%) 漁業(0.0%) 鉱業，採石業，砂利採取業(0.0%) 建設業(9.5%)
製造業(25.8%) 電気・ガス・熱供給・水道業(0.2%) 情報通信業(0.7%) 運輸業，郵便業(2.8%)
卸売業，小売業(37.5%) 金融業，保険業(1.6%) 不動産業，物品賃貸業(1.6%) 学術研究，専門・技術サービス業(1.2%)
宿泊業，飲食サービス業(1.8%) 生活関連サービス業，娯楽業(3.2%) 教育，学習支援業(0.9%) 医療，福祉(9.0%)
複合サービス事業(0.9%) サービス業（他に分類されないもの）(2.2%)

・全国と比較し、「卸売業・小売業が」が多くの売上高を占めており、「製造業」、「建設業」もやや多い売上高となっている。一方、
「金融業・保険業」や「情報通信業」、「学術研究，専門・技術サービス業」の構成比は低くなっている。

③産業大分類別に見た従業者数（事業所単位）と事業所数

2016年

2014年

【出典】 総務省「経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工
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・従業者数から見ると、「製造業」「卸売業・小売業」が大きな雇用の受け皿となっている。一方、建設業、宿泊サービス業は小規
模企業が多くなっている。

④産業大分類別に見た付加価値額（企業単位）

2016年

2012年

【出典】 総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工
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・「製造業」「卸売業、小売業」の付加価値額が高く、稼ぐ力が大きい産業となっている。
・「農業・林業」「医療・福祉」「卸売業・小売業」「製造業」「建設業」は特化係数が１を上回り、他都道府県に比べ稼ぐ割
合が大きい産業となっている。
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製造業
①事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移 ②産業別製造品出荷額等の変化

③産業中分類別従業者数・事業所数 ④産業中分類別製造品出荷額等

2017年 2018年

【出典】　経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工、
　　　　　 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
【その他の留意点】　従業員数4人以上の事業所が対象。

【出典】　経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工、
　　　　　 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
【注記】　凡例の数値は最新年の数値を指す。
【その他の留意点】　従業員数4人以上の事業所が対象。

【出典】　経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工、
　　　　　 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
【その他の留意点】　従業員数4人以上の事業所が対象。

【出典】　経済産業省「工業統計調査」総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」
【その他の留意点】　従業員数4人以上の事業所が対象。
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・自動車を中心とする輸送機器産業が圧倒的な比率を占めていることが確認できる。・従業者数では輸送機器、食料品、金属、プラスチックなど、製造品出荷額等と同じ傾向。
・事業所数では金属が首位、輸送機器、プラスチック、食料品と続く。ここからも小規模企業が多いことがうかがえる。

・自動車を主力とする輸送機器の比率が圧倒的で、特化度は愛知県に次ぎ全国２位。
・食料品が安定して上位にあるほか、プラスチックや化学、金属など素材分野で強みを持っている。

・事業所数は減少傾向が続く。
・従業者数はほぼ横ばい。１事業所あたりの従業者数は北関東３県で最も少なく、小規模企業が多い。
・税像品出荷額等はここ数年自動車業界の好調に支えられ回復基調が続く。
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小売業
①事業所数・従業者数・年間商品販売額の推移 ②産業別小売業事業所数の変化

③産業中分類別従業者数・事業所数 ④産業中分類別年間商品販売額

【出典】 経済産業省「商業統計調査」  総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」 【出典】 経済産業省「商業統計調査」  総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」

2016年

【出典】
 総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」

【出典】
 総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」

2016年
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・年間商品販売額は、「機械器具・その他の小売業」が1兆2,117億97百万円（構成比56.3％）で、大きな割合を占めてい
る。また、特化計数も1.16であり、稼ぐ力が大きな業種となっている。

・各種商品小売業（百貨店、総合スーパー等）は、特化係数が0.49と小さい業種となっている。

・従業者数は、「機械器具・その他の小売業」（構成比45.7％）と、「飲食料品小売業」（同40.2％）で、大半を占める。
・一事業所あたり従業者数は、「飲食料品小売業」が9.7人であり、比較的人手が必要な業種となっている。
（参考 「機械器具・その他の小売業」：6.3人、「織物・衣服・身の回り品小売業」：4.9人）

・「機械器具・その他の小売業」や、「飲食料品小売業」が増加傾向である。
・具体的には、前者は、「自動車小売り業」や「医薬品・化粧品小売業（調剤薬局やドラッグストア等）」、後者は、「コンビニエ
ンスストア」や「菓子・パン小売業」が増加している。

・産業全体の事業所数は減少傾向であったが、小売業では事業所数、従業者数、年間商品販売額ともに増加傾向であった。
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雇用
①有効求人倍率の推移　【都道府県単位】 ②有効求人倍率（職種間比較）　【都道府県単位】 ③有効求人倍率推移（地域間比較）　【都道府県単位】

④一人当たり賃金（産業間比較）　【都道府県単位】 ⑤一人当たり賃金（地域間比較）　【都道府県単位】

2019年

2020年9月

【出典】 　厚生労働省「職業安定業務統計」 【出典】 　厚生労働省「職業安定業務統計」 【出典】 　厚生労働省「職業安定業務統計」

【出典】 　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 【出典】 　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
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・群馬県の一人当たり賃金は、全国平均を３０～４０万円ほど下回っている傾向が続いている。・産業別の一人当たり賃金では、すべての産業で全国平均を下回っている。

・有効求人倍率は、全国平均と比べると概ね高水準で推移している。・建設・採掘の職業など、有効求人倍率が5.0倍を超えている職業があ
る一方、事務的職業など、１.0倍を下回る職業もあり２極化している。

・有効求人数が有効求職者数を上回り、有効求人倍率が1.5倍を上
回る傾向が続いていたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
１.0倍に近づいている。
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観光
②観光消費額

【出典】観光庁「共通基準による観光入込客統計」「宿泊料統計」、
　　　　群馬県「観光客数・消費額調査」に基づき群馬県作成

1,754 1,753 1,844 1,805 1,890
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宿泊客観光消費額 日帰り客観光消費額

観光消費額総額

・観光業費額は、概ね2,800億円前後で推移している。内訳で
は、宿泊客の占める割合が増加傾向である。

③観光消費額単価

【出典】群馬県「観光入込客統計調査報告書」
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・観光業費額単価は、宿泊客はやや増加傾向であるものの、日
帰り客は、横ばいで推移している。

④本県の外国人宿泊者の国又は地域（従業員10人以上の施設）

【出典】観光庁「宿泊旅行統計」

国籍 構成比 国籍 構成比 国籍 構成比

台湾 48.3% 台湾 46.1% 台湾 42.7%

香港 9.4% 中国 11.8% 中国 13.7%

中国 9.1% 香港 9.8% 香港 9.5%

タイ 6.1% タイ 6.8% タイ 7.2%

アメリカ 4.4% 韓国 5.0% アメリカ 4.3%

2017年 2018年 2019年

・台湾からの宿泊者が大半を占めており、ほか中国、香港、タ
イ等のアジア諸国、アメリカが上位となっている。

①観光入込客数

【出典】群馬県「観光入込客統計調査報告書」
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・観光入込客数は、近年6,500万人前後で推移している。

⑤本県の宿泊者数のうち県内在住者の割合

【出典】観光庁「宿泊旅行統計」

・宿泊者数のうち、県内在住者の割合は、減少傾向となってい
る。
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47出所;総務省「住民基本台帳人口移動報告」（RESAS）より作成

●1位 埼玉県 938人
●2位 東京都 573人
●3位 栃木県 568人

●1位 埼玉県 1,039人
●2位 東京都 848人
●3位 神奈川県 463人

●1位 埼玉県 2,586人
●2位 東京都 2,258人
●3位 栃木県 1,550人

●1位 東京都 4,023人
●2位 埼玉県 3,560人
●3位 神奈川県 1,494人

●1位 東京都 1,059人
●2位 神奈川県 521人
●3位 埼玉県 285人

●1位 埼玉県 377人
●2位 東京都 285人
●3位 栃木県 127人

●1位 埼玉県 364人
●2位 東京都 292人
●3位 神奈川県 151人

●1位 埼玉県 368人
●2位 東京都 270人
●3位 栃木県 167人

●1位 埼玉県 749人
●2位 東京都 522人
●3位 栃木県 384人

●1位 埼玉県 856人
●2位 東京都 496人
●3位 栃木県 366人

●1位 埼玉県 1,591人
●2位 東京都 1,175人
●3位 栃木県 796人

●1位 埼玉県 1,740人
●2位 東京都 1,255人
●3位 栃木県 722人

20歳代未満

○転入・転出数 上位3位までの都道府県

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上
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２.群馬県の人口（年代別転入・転出の状況）
○４０歳代以下の年代が「転出超過」。特に２０歳代での転出超過が顕著で、首都圏（東京都、埼玉県、神奈川

県）への転出が多い。
→大卒者等の若者に対する県内の雇用の受け皿確保が課題。



３．産業界からの意見集約

① 本県の産業振興に係るアンケート調査（景況調査・８月）
• 県に求める施策等についての設問追加

② 経済団体等へのヒアリング（書面アンケート＋関係課ヒアリング・８～９月）
• 県内２６団体等を対象に実施

③ 経済団体との意見交換会（R2.11.16）
• 主要５団体の会長等（一社）群馬県商工会議所連合会、群馬県商工会連合会、群馬県中小企業団体中央会、（一社）群馬県経営者

協会、群馬経済同友会）

④ 有識者からの意見
• 金融機関（県内金融機関との意見交換会・R2.10.20）
• 若手ものづくり経営者（「ものづくり未来トーク」・R2.12.14)

【その他】 個別計画の策定課程でのアンケート調査
• 人材育成に関するアンケート【職業能力開発計画】

企業（製造業）へのアンケート（424社）
• 観光分野に関するアンケート【観光振興計画】

事業者アンケート（県内819団体）及び関係団体アンケート（87団体）

48

⃝ 県内産業界からの意見を計画に反映させるため、企業団体等との意見交換、ヒアリング・アンケー
トを実施



①本県の産業振興に係るアンケート調査について(R2.8景況調査）
• 実施時期 令和２年８月
• 対象 県内２５９事業所

商工団体経由（小規模事業者中心） ＋県直接（大手企業中心）
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①事業展開や経営を強化する上での障害・課題について教えてください。（複数回答可）
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企業間ネットワーク
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②群馬県が力を入れて取り組むべき具体的な産業振興施策について教えてください。（複数回答可）
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0 2 4 6 8 10

新型コロナウイルスに関する経済対策
小規模事業者支援
観光誘客（国内）

金融支援（制度融資）
人材育成（幹部育成、従業員のスキルアップ等）

労働環境の整備
中心市街地の活性化

高齢者の能力活用・活躍推進
販路開拓支援（国内）

地場産業（繊維・食品加工（酒造業含む）、工芸品）の振興
職業能力開発（求職者・在職者）

就職支援・人材マッチングの推進
企業の誘致（本社・サテライトオフィス）

若者の能力活用・活躍推進
事業継続力強化・危機管理対応（事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援）

物流・流通支援
観光地の受入体制整備

研究開発・技術相談・共同研究等支援
成長分野（ＡＩ、ロボット、医療、航空宇宙、環境等）への参入支援

観光誘客（海外・インバウンド）
女性の能力活用・活躍推進

働き方改革（ワークシェア、副業・兼業等含む）の推進
事業承継支援、Ｍ＆Ａ支援

オンラインでの販路開拓
デジタル化の推進
テレワークの推進

企業創業・スタートアップ支援
ＳＤＧｓの推進

サービス業の生産性向上（キャッシュレス等ＩＣＴ技術の活用）推進
情報通信産業の振興

大型小売店舗対策
海外展開支援

農商工連携
自動車産業のＣＡＳＥ対応

ｅスポーツ振興
その他

①本県の産業振興に係るアンケート調査について(R2.8景況調査）



②経済団体等へのヒアリング調査結果概要
• 実施時期 令和２年８～９月
• 対象 産業経済部関連の県内経済団体等（２６団体等）
• 実施方法 アンケート（書面）＋担当課によるヒアリング
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担当課 ヒアリング団体

産業政策課 群馬経済同友会
公益社団法人日本青年会議所群馬ブロック協議会

経営支援課

一般社団法人群馬県商工会議所連合会
群馬県商工会連合会
群馬県中小企業団体中央会
公益財団法人群馬県産業支援機構
一般社団法人群馬県情報サービス産業協会
一般社団法人群馬県トラック協会
群馬県信用保証協会

地域企業支援課

群馬県酒造組合
群馬県食品工業協会
群馬県ふるさと伝統工芸士会
一般社団法人群馬県繊維連合会
群馬県金型工業会
群馬県プラスチックス工業振興協会
群馬県中小企業モデル工場（経営研究会）

労働政策課 日本労働組合総連合会・群馬県連合会
一般社団法人群馬県経営者協会

観光魅力創出課

公益財団法人群馬県観光物産国際協会
一般社団法人群馬県温泉協会
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合
群馬県飲食業生活衛生同業組合

イベント産業振興課 県内イベント関連事業者
eスポーツ・新コンテンツ創出課 一般社団法人群馬県ｅスポーツ連合



県内企業のDX推進に求められるもの
（人材）
・デジタルビジョンを作り、語れる経営者、リーダーの育成
・情報通信産業の開発拠点誘致など、県全体のデジタル化に役立つような産業振興、デジタル人材の確保・移
住とデジタル化を担う若年層の流出防止
・教育現場へのデジタル化の導入、ＩＣＴ教育の充実、中高生のデジタル企業訪問
・若手経営者やＩＴ担当者向けの研修、啓発・啓蒙活動の実施や、段階的なＤＸ推進が可能な具体策の提
供
・商工会等による中小・小規模事業者向けのＩＴ推進専門部隊を創設してはどうか

（技術・環境）
・専門家による企業のデジタル化支援体制の確保（実地アドバイス、社内環境整備、製造業とシステム会社の
仲介等）
・デジタル化へのノウハウ、資金（補助金）の提供、セキュリティ対策への支援
・デジタル化の中小企業向け事例の紹介、ソフトウェア技術の活用よる開発への評価・解析方法の技術的支援、
検査工程におけるＡＩ・ＩｏＴ活用の成功事例等を紹介して欲しい
・ＤＸによる経済効果の事例研究・情報交換等を行う業界団体のワークショップや推進資源の共同開発のため
のコンソーシアムの組織を設立してはどうか
・公的なレンタルオフィス・フリースペースの充実を図り、ＩＴ事業者の誘致・ＩＴ人材を増やすとともに、異業種
交流によるデジタル化の推進を支援して欲しい
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②経済団体等へのヒアリング調査結果概要



経営課題と取り組むべき方策
（人材）
・後継者不足対策、後継者に求められる経営能力全般の高度化
・若者の県外流出、製造業離れ、人材派遣頼りの人繰りが課題
・ＩＴ人材の確保、育成、ＩＴ人材の受け皿となる企業の不足
・Ｕ・Ｉターン人材の確保対策
・クリエイティブな人材や、デザイン思考のできる人材の不足と確保
・視野の広い技術者の不足（製造工程を熟知した設計者、製品全体を熟知した部品設計者）

（デジタル化・生産性向上等）
・ロボットの導入、省人化（高価であり導入が困難）
・広報・情報発信のデジタル化
・キャッシュレス化導入（手数料の高さが障壁）
・一社、一業種依存によるリスク回避と、成長産業への参入
・デジタル化した商品や技術は陳腐化のスピードが速いことから、デジタル化に取り組む一方で自社の付加価値
を見極める必要がある

（コロナ対応等）
・海外渡航の制限や輸出入の停滞、また、コロナ禍、台風の影響によるサプライチェーンの毀損
・技能実習生が来日できない場合の対応
・観光客、イベント、展示会、外出機会等の激減
・地方への集客、移住
・観光消費額の増加対策、集客の分散化・平準化(時期や時間、場所の集中の解消)
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②経済団体等へのヒアリング調査結果概要



経営課題と取り組むべき方策
（人材）
・後継者不足対策、後継者に求められる経営能力全般の高度化
・若者の県外流出、製造業離れ、人材派遣頼りの人繰りが課題
・ＩＴ人材の確保、育成、ＩＴ人材の受け皿となる企業の不足
・Ｕ・Ｉターン人材の確保対策
・クリエイティブな人材や、デザイン思考のできる人材の不足と確保
・視野の広い技術者の不足（製造工程を熟知した設計者、製品全体を熟知した部品設計者）

（デジタル化・生産性向上等）
・ロボットの導入、省人化（高価であり導入が困難）
・広報・情報発信のデジタル化
・キャッシュレス化導入（手数料の高さが障壁）
・一社、一業種依存によるリスク回避と、成長産業への参入
・デジタル化した商品や技術は陳腐化のスピードが速いことから、デジタル化に取り組む一方で自社の付加価値
を見極める必要がある

（コロナ対応等）
・海外渡航の制限や輸出入の停滞、また、コロナ禍、台風の影響によるサプライチェーンの毀損
・技能実習生が来日できない場合の対応
・観光客、イベント、展示会、外出機会等の激減
・地方への集客、移住
・観光消費額の増加対策、集客の分散化・平準化(時期や時間、場所の集中の解消)
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②経済団体等へのヒアリング調査結果概要



「産業振興基本計画」策定に向けた経済団体との意見交換

（既存産業の立て直し）
・倒産廃業が最大の問題。求人減少、求職者の増加。ここ２～３年は、個人消費減。
・既存事業の見直しと、DXを推進し、先の見通しを立てる必要がある。
・都会における生活のリスクが明らかになっており、移住を促進し、県内労働力・個人消費を増やすべき。移住促
進をしっかりやる必要がある。
・ビジネスモデルの転換、事業者の意識改革も必要。
・地域を支える中核企業を育てる必要がある。また、イベント等の担い手である小規模・零細事業者の事業継
続も必要。

（ＤＸ）
・デジタル化は、あくまで事業継続のための手段。自力でＤＸに取り組めない事業者に、いかにデジタル化を進展
させるかが課題。
・中小企業には、デジタル化やデータ活用を進めるための人材、人材育成ノウハウ等が不足しており、専門家等
の派遣体制の整備が必要。
・県内にＩＣＴ産業が少ない、ＩＣＴ産業の誘致を進め、ＤＸを県内企業に波及させるべき。
・地域内に高度な能力を持つ外国人人材が入ってくることにより、他の事業者への波及効果が期待できる。
・製造工程全般に幅広い見識を持つ技術者の育成、文系人材のデジタルリテラシー強化、社員・学生へのプロ
グラミング教育の導入が必要。

55

③経済団体との意見交換会



県内金融機関との意見交換会

（ＤＸによる県内産業振興）
・銀行も含め、様々な業種の事業者が徐々にデジタル化に取り組みはじめている。（事務のIT化、作業の自動
化、Wi-Fi環境導入、非接触・非対面のサービス導入、スマートグラスによる遠隔作業支援、オンラインでのビジネ
スマッチング等々）
・自動車産業や旅館業など、既存産業がＤＸを取り入れて、いかにより強くなるかが重要。

（スタートアップ支援）
・第二創業支援も含め創業支援をより充実させたい。面白いシーズを持っている事業者は多数おり、ビジネス化
の支援を行いたい。
・県庁32階のイノベーションハブを活用（リアル・オンライン）し、アイデアを持つ人と投資家等、人と人が交流する、
知恵が集まる場所となるよう協力して仕掛けていきたい。ネットワークを展開することが大切。

（県内優良企業の周知）
・県内にも技術力や将来性、給与面でもいい企業はたくさんあるが、学生に情報が届いていないため、就職先と
して選ばれない。
・企業ＨＰでは、仕事内容や研修等学生に向けた内容の情報発信をするなど、工夫の余地がたくさんある。
・県や銀行で情報プラットフォームを作り、学生向けに（従来行っていたものよりも）発信力の強い場をつくって、
県内・県外に、優良企業のＰＲを行ってはどうか。
・マッチメイキングのベストプラクティスを作り、学生に向けてシンボリックに優良企業のＰＲが行えないか。
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④有識者からの意見



若手ものづくり経営者との「ものづくり未来トーク」

（デジタル技術の活用）
・製造業が生き残っていくためには、デジタル技術の活用が必要。（Webを活用したプロモーション・マーケティング、
スマート工場化 等）
・コロナ渦の影響でデジタル技術を利用した販路開拓の手法が普及し始めているが、リアルの場での商談と比べ
ると、伝達可能な情報量はやはり少なくなる。
・今後は、リアルとバーチャルそれぞれの良い面を組み合わせたハイブリッド型の取組が重要。

（企業の認知度・価値向上）
・県内にも優良企業はたくさんあるが、ブランド力が弱い。
・就職先として中小企業を選んでもらうためには、学生だけでなくその親世代にも企業のことを知って認めてもらう
ことが重要。
・企業価値を向上させるためには、デザインを活用した企業ブランディングなど、ものづくり企業も新たな視点による
取組が必要。

（企業のイノベーション推進）
・コロナ渦で取り組みはじめた新事業で、今までとは異なる分野の方と知り合うことができた。そのような方々との
意見交換等によって、更なる新規事業のアイデアがでてくることを体感した。
・県庁３２階のイノベーションハブなどを活用し、県内で官民共創によるイノベーションが生まれるような仕掛けを、
我々企業側からも行っていきたい。
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④有識者からの意見



【資料編】
関連条例、策定体制・策定までの
経過

58



年代 経済上の出来事 国の法律等 群馬県の経済関連条例等

1940 1949 1ドル=360円 1948 中小企業庁設置

1950 1959 工場等制限法(02廃止) 1953 群馬県工場設置奨励条例(59廃止)
1959 群馬県工場誘致条例(84廃止)

1960 1963 中小企業基本法

1970 1973 変動相場制移行 1972 工業再配置促進法 (06廃止)
1973 工場立地法

1972 群馬県工場立地適正化条例(12廃止)
1977 群馬県中小企業振興条例（01廃止）

1980 1985 プラザ合意
1989 消費税導入3%

1983 テクノポリス法(99廃止)
1988 頭脳立地法（99廃止）

1984 群馬県企業誘致促進条例(92廃止)

1990 1991 バブル崩壊
1993 上信越自動車道開通
1997 アジア通貨危機
1997 消費税率引上5%

1993 小規模事業者支援法
1997 集積活性化法(07廃止)
1999 中小企業基本法改正

(中小企業政策の転換)

1992 群馬県産業高度化促進条例(01廃止)

2000 2008 リーマンショック 2005 中小企業新事業活動促進法
2007 企業立地促進法

2000 e-Vision新ぐんま経済社会ヴィジョン（16廃止）
2001 群馬県ものづくり･新産業創出基本条例
2003 (財)群馬県産業支援機構発足

2010 2011 東日本大震災
2011 北関東自動車道

全線開通
2013 アベノミクス
2014 消費税率引上8%
2016 ＴＰＰ合意
2019 消費税率引上10％

2010 中小企業憲章
2013 小規模企業活性化法
2014 産業競争力強化法
2014 小規模企業振興基本法
2014 小規模事業者支援法改正
2018 中小企業等経営強化法

2011 群馬県中小企業憲章
2013 群馬県次世代産業振興戦略
2013 群馬がん治療技術地域活性化総合特区
2014 群馬よいとこ観光振興条例
2016 群馬県小規模企業振興条例
2016 群馬県産業振興基本計画（H27-R1）

2020 2020 新型コロナウイルス感染
症拡大

2021 群馬県産業振興基本計画（R3-6)

群馬県の経済関係条例等の変遷
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■意欲的・創造的な活動（やる気のある者）の支援

■支援体制の整備（セーフティネットの構築）

■多様な個の連携による活力のある経済の実現

基本理念
「強さ」・自立

「優しさ」・連携

「元気な群馬」

■基本的施策■
意欲的・創造的な活動
（やる気）の支援

〇ものづくり基盤（技術力）の強化
〇新産業の創出（創業、ベンチャー）
〇人材の育成（技術者・技能者育成）

<技術・情報・人>

■支援体制■
支援体制の整備

（セーフティネットの構築）
〇支援措置の統合整備
〇資金供給の円滑化
〇地域、産業界、大学等との協働

<資金と組織（人）>

目 的
これらの施策と体制の整備により

県民生活の安定、元気な経済、元気な群馬を実現します

歴史・伝統
群馬の特性
経済の基礎

新たな挑戦
新時代を
リードする

ものづくり基盤の強化

新産業の創出と育成

及び
を図り

もって

群馬県ものづくり・新産業創出基本条例の概要 平成１３年４月１日施行
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群馬県は、事業所の多くが中小企業であり、大勢の人々が
そこで働き、様々な 分野で果敢に挑戦する中小企業が産業
を支える中小企業立県です。そして、小規模企業を始めとした
中小企業が、地域社会において大きな役割を担っています。

これからの本県経済を発展させ、県民の暮らしを豊かにする
には、中小企業の健全な発展が必要です。そのためには、地
域を支える中小企業を支援することが大切です。

県内経済が東日本大震災の大きな影響を受けた今こそ、群
馬をはばたかせるため、地域の要となる企業を生み育てる環境
づくりを進めます。中小企業とそこに関わる人々が誇りを持って
生きる「ふるさと群馬」を築いていくため、ここに、中小企業振興
の理念として、群馬県中小企業憲章を定めます。

１ 地域を支える中小企業の健全な発展を、国、市町村、関係機関と連
携しながら支援します。

１ 未来を担う世代が中小企業に誇りと夢を持てるよう、その重要さを伝え
ます。

１ 公正な取引環境の整備に努め、中小企業の果敢な挑戦を支援しま
す。

１ 施策の立案実施にあたっては、中小企業の立場にたち、経済環境の
変化に対応し、常に迅速かつ適切な対策を講じます。

中小企業は、私たちの働く場であるとともに、地域社会を支える大切な存在であ
り、それなくして人々の生活は成り立ちません。
県は、国や市町村と一緒に、中小企業の持つ多様な個性や可能性を存分に発

揮できるよう中小企業を励まし、成長を支えていきます。

中小企業は、私たちの生活を支える大切な存在でありながら、大企業に比べ、
必ずしも十分に評価されていないのが現実です。
県は、未来を担っていく世代に、中小企業の価値と魅力を正しく伝え、将来、そこ

で活躍することに誇りと夢を持てるようにします。

中小企業が、人や資金に恵まれた大企業との間で、不利益な取引を強いられる
ことがあってはなりません。県は、こうしたことが起きないような対策をとっていきます。
また、これからは、今まで以上に創意工夫を重ね、様々なことに挑戦していくこと

が必要とされる時代です。県は、新しい分野に挑戦する意欲ある中小企業を積極
的に支援していきます｡

中小企業を応援していくためには、常に変化する経済の動きをしっかりととらえ、そ
の都度、中小企業の立場にたって、応援方法を見直しながらしっかりと取り組みま
す。

群馬県中小企業憲章 平成２３年６月１０日施行
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・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画
的に推進

目的
（第１条）

・小規模企業者、商工会・商工会議所・中央会等の
支援団体を定義

定義
（第２条）

・小規模企業が県の経済や地域社会の発展に果たす
役割を明示
・小規模企業者の自立的な経営と連携・協働を推進
・小規模企業の活力が最大限に発揮されるよう、持続
的発展を図る

基本理念
（第３条）

・経営資源の確保が困難である小規模企業者が多
いことを考慮した上で、小規模企業の活力の向上を
図る施策を実施

（１）新たな事業展開の促進
（２）商品の販売又は役務の提供の促進
（３）商品、役務等の需要の増進
（４）創業の促進、事業承継の円滑化
（５）事業活動を担う人材の確保及び育成
（６）資金の円滑な供給

基本的施策
（第８条）

団体等との協働
（第９条）

自立的経営と連携・協働による持続的発展

小規模
企業

自
助
努
力

連携・協働

県 民

理解・協力

振興施策
県
市町村 等

商工会
商工会議所
中央会 等

伴走型支援

持続的発展
県経済・地域
社会の発展

・小規模企業の地域
社会への貢献を理
解し、健全な発展
に協力

・自主的な経営の
改善及び向上

・支援団体への積極
的な加入による
経営能力の向上

小規模企業者
の努力

（第４条）

・小規模企業の振興
に主体的に取組み、
県施策にも協力

・職員の育成、能力
向上

支援団体の努力
（第５条）

・必要な助言

・情報の提供

・財政上の措置
等

各主体の努力等

県の支援
（第６条）

県民の協力
（第７条）

群馬県小規模企業振興条例の概要 平成２８年４月１日施行
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・市町村、商工会・商工会議所・中央会等、多様
な主体との協働
・商工会・商工会議所が実施するきめ細かな支援
への協力



◎各主体の役割等

施策の総合的・計画的な推進、推進体制の整備（第17条、第18条）

県の責務
総合的施策の策定・実施

（第４条①）

県民の役割
旅行者への対応、

地域における観光地
づくりへの積極的な取
組
（第５条①）

観光事業者の役割
事業活動を通じた

旅行者の満足度の向
上
（第６条①）

観光関係団体の役割
観光事業者間の連

携、観光情報の提供
等
（第７条①）

県の施策への協力
（第５条②、第６条②、第７
条②）

調整・支援
（第４条②）

大学等との連携
（第９条）

国・他の自治
体との連携
（第８条）

◎基本理念（第３条） ◎基本的施策（第10条～16条）

◎観光県群馬の礎（前文）

・魅力ある観光地の形成
・観光情報の発信
・人材の育成
・外国人旅行者の来訪促進
・良好な景観の保全等
・観光振興のための基盤整
備
・新しい観光分野への対応
等

・地域の主体的な取組と関係者
の連携
・誇りと愛着が感じられる地域社
会の形成
・観光資源の魅力を活かす
・観光産業の高い経済波及効果
・地理的条件を活かす
・観光需要の多様化への対応

観光振興の意義、考え方

群馬らしさ・群馬の魅力

・豊かな資産
「温泉県」「野菜王国」「絹の里」「交通の要衝」等

・思いやりと真心でもてなす伝統
夏の雷、冬のからっ風といった地域的特性が育んだ義理と

人情・至誠を重んじる県民性

観光を通じた県民生活の向上及び
県民が誇れる地域社会の実現（第１条）

群馬よいとこ観光振興条例の概要 平成2６年４月１日施行
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◎観光県群馬の礎（前文）

◎基本理念（第３条） ◎基本的施策（第10
条～16条）

◎各主体の役割等


